
１　特例解散した厚生年金基金の名称及び責任準備金相当額

自主解散型基金名

責任準備金相当額

減額責任準備金相当額

２　猶予を受けた期間及び額

設立事業所 納付猶予を受けた期間 納付猶予を受けた額

事業所１ 2 年 344,506円

事業所２ 1 年 129,839円

事業所３ 2 年 2,262,657円

事業所４ 2 年 4,509,734円

事業所５ 2 年 23,088,799円

事業所６ 1 年 2,172,636円

事業所７ 2 年 3,806,873円

事業所８ 1 年 8,837,694円

事業所９ 1 年 17,744,635円

事業所１０ 1 年 164,891,802円

事業所１１ 1 年 1,601,345円

事業所１２ 1 年 1,220,485円

事業所１３ 2 年 259,678円

事業所１４ 1 年 2,224,571円

事業所１５ 1 年 6,763,735円

事業所１６ 2 年 7,229,424円

事業所１７ 2 年 450,108円

事業所１８ 2 年 14,702,945円

事業所１９ 1 年 59,561,381円

事業所２０ 2 年 22,351,315円

事業所２１ 2 年 1,220,484円

事業所２２ 2 年 59,630,629円

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律に基づく
公表事項

西日本自転車厚生年金基金

9,551,421,898円

11,948,563,710円



事業所２３ 1 年 1,590,958円

事業所２４ 1 年 225,054円

事業所２５ 1 年 2,198,604円

事業所２６ 2 年 3,571,432円

事業所２７ 1 年 2,267,851円

事業所２８ 2 年 3,358,497円

事業所２９ 2 年 9,512,855円

事業所３０ 1 年 1,893,915円

事業所３１ 2 年 1,886,990円

事業所３２ 2 年 777,302円

事業所３３ 1 年 21,380,121円

事業所３４ 1 年 1,646,356円

事業所３５ 1 年 4,504,540円

事業所３６ 2 年 26,977,038円

事業所３７ 1 年 18,263,990円

事業所３８ 2 年 1,881,797円

事業所３９ 2 年 1,973,550円

事業所４０ 1 年 7,637,983円

事業所４１ 1 年 296,032円

事業所４２ 2 年 943,495円

事業所４３ 1 年 3,652,798円

事業所４４ 2 年 259,678円

事業所４５ 1 年 1,852,367円

事業所４６ 1 年 10,084,146円

事業所４７ 2 年 709,785円

事業所４８ 1 年 5,453,229円

事業所４９ 2 年 15,243,074円

事業所５０ 1 年 543,592円

事業所５１ 2 年 2,163,980円

事業所５２ 1 年 259,678円

事業所５３ 1 年 9,351,855円

事業所５４ 1 年 7,776,478円

事業所５５ 2 年 21,546,315円

事業所５６ 2 年 4,855,971円

事業所５７ 2 年 1,471,506円

事業所５８ 2 年 16,692,075円

事業所５９ 2 年 5,434,186円

事業所６０ 2 年 1,739,840円

事業所６１ 2 年 10,657,168円



事業所６２ 1 年 502,043円

事業所６３ 1 年 26,393,629円

事業所６４ 2 年 2,795,862円

事業所６５ 1 年 10,596,577円

事業所６６ 1 年 6,344,789円


